
 聖籠町国民健康保険規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年９月１７日 

                   聖籠町長  西 脇 道 夫 

聖籠町規則第２２号 

   聖籠町国民健康保険規則の一部を改正する規則 

 聖籠町国民健康保険規則（平成２３年聖籠町規則第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条中「令和２年９月３０日」を「令和２年１２月３１日」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


